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　　　　　　　　　　　　　パートⅡ「その２」

　　　　　　　柳検察官が自ら検察官面前供述調書（甲14号証）
　　　　　　  をデッチ上げた「職務犯罪行為」を立証します。　　　　　

　平成３年12月20日、柳検察官は銀行員の「上申書」に合わせて、オリックスアル
ファ融資担当者 川合 潤治の検察官面前供述調書（甲14号証）を自ら録取して、協力
預金話の「被害状況」と「取引状況」をデッチ上げ、補強証拠をコピー偽造した。
　
　　　　柳検察官が川合 潤治 の基本的人権を無視して自ら検察官面前供述
　　　　調書（甲14号証）をデッチ上げた「職務犯罪行為」を立証します。

供述調書（P１〜P15）を検証してください
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　『本年六月十三日株式会社ウェイアウトスポーツ及び有限会社マッシュ対して預
金担保で各五０億円融資しておりますのでその経緯等についてお話します。』

　　　　　　　皆様、どこに『預金担保の融資取引がありますか？』

　オリックスアルファ融資担当者 川合 潤治が、全く経験していない、はじめから『こ
の世に存在しない』取引を供述させられた「事実」なのです。

　柳検察官は川合 潤治を検察庁に呼びつけ、銀行員が川合 潤治に支払った「マー
ジンやリベート」を受け取っている事実をネタに「リベートを取れば共犯者だ！」
「刑務所にブチ込む！」などと脅し「上申書」に合わせた「被害状況」と「取引状
況」を「供述調書」で、デッチ上げたのです。（第２部『室岡塾』参照）

　平成４年 1 月 16 日、オリックスアルファは東証２部上場企業として「債権譲渡
契約書」を東海銀行と締結し、お互いに取締役会で承認された「約束手形債権」（
CP）金融商品一式を用いた民事取引として処理されてる「事実」です。

　そこに、オリックスアルファ、はじめノンバンクが「被害者」になれる「被害状
況」と「取引状況」は存在しないのである。

　オリックスアルファ社内で、一介の単なる 27 歳の融資担当者であり「約束手形
債権」（CP）金融商品一式を運ぶだけの（運び屋）川合 潤治が経験したことのな
い「被害状況」と「取引状況」を、柳検察官が自らデッチ上げた検察官面前供述調
書（甲 14 号証）が「職務犯罪行為」を立証したのです。

　　　　　大きな問題である「事実」に皆様が気付いて欲しいのです。

　それは、前述したようにオリックスアルファは「BIS 規制８％」クリア操作する
民事取引を秋葉原支店と行い金利を得ただけで「犯罪」など何処にも存在しない
「事実」です。

　オリックスアルファは、警視庁に「告訴状」も「被害届」も出せないことです。
当然のこと出していない「事実」に皆様が気付いて欲しいのです。
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この「供述調書」に　騙されないで欲しいのです！

　オリックスアルファから警視庁に「告訴状」が提出され警視庁捜査二課が徹底的
に融資担当者である川合 潤治に、融資した被害状況、取引状況を聞き、裏取り捜
査して、柳検察官が検察官面前供述調書（甲 14 号証）を作成するのが法に則した
刑事手続です。

　警視庁捜査二課は「被害者」銀行として、平成 3年 7 月 29日、東海銀行の「告
訴状」を受理していますから川合 潤治から「被害状況」を聞く必要が何も有りま
せん。ですから川合 潤治から何も聞きません。聞いていません。

　どうか皆様、日本という国には民事不介入という原理原則が有りますので騙され
ないで欲しいのです。柳検察官は平成３年 12 月 18日 19日、二日かけて民事取引
を無視した「上申書」を作成した翌日、今度は自ら平成３年 12 月 20 日検察官面
前供述調書（甲 14 号証）で有りもしない「被害状況」と「取引状況」をデッチ上
げたのです。

　柳検察官が融資担当者である川合 潤治に、はじめから『この世に存在しない』
被害状況と取引状況を供述させて本件詐欺事件をデッチ上げている「職務犯罪行
為」であることを「知って」欲しいのです。

　この「職務犯罪行為」で作成された、検察官面前供述調書を裁判所に公判検事が
「被害状況」の立証証拠（甲 14 号証）として、証拠請求し証拠採用されている恐
ろしい「事実」を知って欲しいのです。

　第６章で述べたとおり裁判所が、はじめから『この世に存在しない』被害状況
「被害金」と承知して「有罪」を宣告した「職務犯罪行為」の証拠なのです。

　闇の執行人柳検察官が、銀行員の「上申書」に合わせた はじめから『この世に
存在しない』本件詐欺事件話を、協力預金担保融資取引「オリックスアルファ⇔借
受名義人マッシュ・ウェイアウトスポーツ」とオリックスアルファの「被害金」を
デッチ上げた「職務犯罪行為」の証拠です。検察官面前供述調書（甲 14 号証）を
検証してください。
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　　　　先ほど提示した「供述調書」の続きです。（左下番号 2 です。）
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　　　　　　　　この供述調書は全て「デッチ上げ」です！
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　その証拠が（甲14号証）供述調書の補強証拠として添付された（１）「金銭消費
貸借基本契約書」（写し）（２）「銀行預金担保差入書」（写し）（３）「質権設定
承諾書」（写し）（４）「通知預金通帳」（写し）（５）「約束手形」（写し）が全
てコピー偽造なのです。確認してください。

                 （５） ウェイアウトスポーツ名義の「約束手形」（写し）です。

（３）「質権設定承諾書」（写し）　　（２）「銀行預金担保差入書」（写し）　　

　 　　

　　　　　　　　　　　　　　（４）「通知預金通帳」（写し）
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（１）「金銭消費貸借基本契約書」（写し）

   

（甲14号証）供述調書の補強証拠として添付された（１）「金銭消費貸借基本契約
書」（写し）（２）「銀行預金担保差入書」（写し）（３）「質権設定承諾書」（写
し）（４）「通知預金通帳」（写し）（５）「約束手形」（写し） です。

　この（甲14号証）供述調書で供述した（P13）『このマッシュ及びウェイアウ
トスポーツの融資関係書類の写しを提出します。』川合 潤治が持ってきたもので
す。柳検察官が『このとき検察官は右書類を受け取り、本調書の末尾に添付するこ
ととした。』このように立証しました。

柳検察官貴殿に公開質問する。

　貴殿には、平成22年11月19日、 第１弾「公開質問状」以来二度目の公開質問で
すが、平成23年２月に退官されたので回答が得られると期待していたのですが今
日まで、回答が有りません。今回は、人として自ら公益を代表する検察官の職責と
して回答する義務が有ります。
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　❶貴殿が作成した、検察官面前供述調書（甲14号証）は本当に 川合 潤治が供述
　　したと貴殿は国民に回答することができるのか？

　絶対に回答できない。はじめから『この世に存在しない』協力預金の預金担保融
資話を、この供述調書で「デッチ上げた」貴殿は回答できない。
　
　　　　　　　　　　　貴殿の大嘘を立証する。　　　　　　　　　

　❷貴殿に公開質問する。『銀行員個人が（３）「質権設定承諾書」を偽造したと
　　供述させたが本当に「質権設定承諾書」を偽造したのか？

貴殿の「大嘘」を立証しますから証拠を検証ください。
　　　　　
　　　　柳検察官が「供述調書」でデッチ上げた（３）「質権設定承諾書依頼書」
　　　　です！
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（甲14号証）供述調書の補強証拠として添付された（３）「質権設定承諾書」（写
し）「質権設定承諾書依頼書」です！
    　　　
　※押切印で「協力預金」の融資金を用いた「預金」を「拘束」をすることはでき
ません。「預金」を「拘束」をするのであれば、支店長印でなければならないので
す。　　　　　　
　　　　そもそも証書番号 129296 の「預金預入番号―00001」不存在
　　　　では単なる「通知預金口座」なのです。預金口座では論外なのです。

　オリックスアルファ融資担当者、川合 潤治は、預金担保融資の目的であるべき
預金の存在を立証する「預金預入番号―00001」が不存在では、単なる通知預金口
座つまり「口座」を担保に取引はできません。

　川合 潤治は当然のこと「預金預入番号―00001不存在が「預金口座」と知って
います。融資担当者のイロハのイです。柳検察官だけが「栄進と金」に邁進して本
件詐欺事件話の「被害状況」と「取引状況」を検察官面前供述調書（甲 14 号証）
をデッチ上げたのです。

　　　　貴殿の本件詐欺事件話をデッチ上げた「協力預金担保融資」
　　　　の「取引状況」は、はじめから『この世に存在しない』。

　　　　　　　　　　　　　　　　証拠は、

　前述したとおり、また第５章で立証したように、オリックスアルファは秋葉原支
店と「BISU規制８％」クリア操作する他行預金担保融資取引「秋葉原支店⇔オ
リックスアルファ」を立証した。

※取引関係書類　（A）約束手形　（B）通知預金通帳　（C）預金払戻解約請求
書これらが一体となって「約束手形債権」つまり秋葉原支店が「BIS 規制８％」ク
リア操作をする目的用に作成した預金担保債権流動化目的とした、預金担保債
権「約束手形債権」（CP）金融商品一式なのである。
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　当然預金債権は「指名債権」であるから（D）「質権設定承諾書」を用いた民法
363条、第 364条、第 467条に則して実行したのである。

証拠は、

平成４年１月16日付け「債権譲渡契約書」です。

　

契約内容
　
　第２条『甲は、 第１条の債権証書その他の一切の書類を乙に交付した』このオ
リックスアルファ株式会社が東海銀行に交付した『債権証書その他の一切の書類』
を、東海銀行が、預金担保債権「約束手形債権」(CP)金融商品一式と立証した。

　であるならば、秋葉原支店以外に作成出来ない「BIS 規制８％」クリア操作用の
預金担保債権を装った「約束手形債権」と「質権」ー 00001（預金債権）を用い
た他行預金担保融資取引「秋葉原支店⇔オリックスアルファ」を立証した。
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　１、債権の表示　譲渡される債権は、「金 52 億 5000万円也、但し 1991 年 6
月 12 日付金銭消費貸借基本契約書に基づき平成      3      年      6      月      13      日振出の約束手形に
よる貸付金債権元本金      52      億円及び平成      3      年      9      月      14      日以降本日まで年      14  ．  6  ㌫の
割合による遅延損害金債権金      2      億      5000      万円」（原文まま）と記載されています。

   ２、　質権の表示
　　平成 3年 6 月 13日付質権設定承諾書並びに同日付第三者の承諾に基
　　づく質権　　
発行銀行名　　　株式会社東海銀行秋葉原支店
預金種類　　　　通知預金
通帳番号　　　　129296-00001
預金金額　　　　金五拾億円也
預入日　　　　　平成 3年 6 月 13日
預金名義人　　株式会社ウェイアウトスポーツ

　オリックスアルファ株式会社は『平成  3  年  6  月  13  日振出の約束手形による貸付金
元本金五拾億円及び平成  3  年  9  月  14  日以降本日まで、年  14  ．  6  ㌫の割合による遅延
損害金債権金  2  億  5000  万円』と、平成４年１月  16  日迄の取引継続を立証したので
す。
　　　平成４年１月16日、東海銀行はオリックスアルファ株式会社と、お互いに
　 「約束手形債権」と「質権」ー00001(預金債権）を有効と確認した上で遅延損
　　害金を 14,6%（１億3457万4915円）で合意し「債権譲渡契約書」を締結し
　　た。
　　　　　　　　　　そこに、本件詐欺事件は存在しない。

　　　　柳検察官に回答させるべき「重要」な「職務犯罪行為」の「証」です！

　　　　公判検事が裁判所に提出した立証証拠が全てコピー偽造では論外です！

　　　　　　　菅首相そして国会議員は「知るべき」大事なことです！
　　　　　　　法曹関係者そして国民が「知るべき」大事なことです！
　　　　　　　報道関係者そして国民が「知るべき」大事なことです！
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　　　　　　「罪となるべき事実」を判示した「証拠の標目」
　　　　　　  に（甲 14 号証）が、入っている「事実」です。

　　　　　　　　　　　　　「証拠の標目」です。

　　　皆様、これが「罪となるべき事実」を認定した「証拠の標目」です。

　一審第１回から第 49回まで、二審第１回から第４回まで、公判審理に用いた証
拠は『警察。検察の闇』闇の執行人が「職務犯罪行為」で、全てコピー偽造した証
拠で「有罪」を宣告するため開廷した恐ろしい、法廷を明らかにした。

　　　　　　　日本という国は「無法国家」ということです。
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　マネーゲーム「国政と金」利権政治『国家の闇』を国民に隠蔽するためなら金融
機関・報道機関・司法機関総掛かりで、はじめから『この世に存在しない』犯罪と
承知して一般市民を逮捕・起訴して、裁判所が「有罪」を宣告するための法廷を開
廷したのです。

　平成４年1月7日、柳検察官が、起訴状（一）「詐欺有印私文書偽造同行使」話
と承知して裁判所に提訴した、その立証証拠（甲14号証）をデッチ上げるなどと
誰も思っていません。考えてもいません。

　柳検察官は、国民の検察官に対する信頼を裏切ったのです。多くの真面目に国民
を守っている検察官のことを貴殿は考えましたか？

　柳検察官は、政権が「銀行の利益を護る」ことが「国益に値する」そう政治判断
した。大蔵省「銀行局」政府の方針に従って、公益を護る司法検察官として、国と
銀行が犯した国際金融犯罪・『国家犯罪』を国民に隠蔽することが職責であり「公
務員の義務」としたのです。

　そんな「公務員の義務」など、国民は誰も望んでいない。国民の安全と幸福を
守ることが「公務員の義務」でありマネーゲーム「国政と金」利権政治を護るのが
「公務員の義務」ではない！

　柳検察官貴殿は、私を「罪なき犯罪者」に仕立て「29年の時と財産」を奪い取
った「職務犯罪行為」の共犯者という、一生後悔する「不幸な出来事」を川合 潤治
27歳の若者に背負わせた罪は、国民が許さないことを、ここに断言する！！
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